
生活保護制度の見直しについて
（参考資料）

知事会社会保障常任委員会ご相談用資料

（内容については調整中につき未定稿）



１．生活保護制度の現状



生活保護受給者数は215万人であり、昨年に過去最高を更新して以降増加傾向が続いている。

被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移
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資料：被保護者調査より保護課にて作成（平成24年３月以前の数値は福祉行政報告例）
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保護開始人員・保護廃止人員（人） 失業率（％）

完全失業率と保護開始人員には正の相関関係がある。

保護開始・廃止人員と失業率の推移
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◆平成14年度

◆平成24年12月（概数）

１０年前と比較すると、特に稼働年齢層と考えられる「その他の世帯」の割合が大きく増加。

被保護世帯 高齢者世帯 母子世帯 傷病・障害者
世帯

その他の
総数 世帯

世 帯 数 869,637 402,835 75,097 319,302 72,403

構成割合（％） 100 46.3 8.6 36.7 8.3 

資料：平成14年度福祉行政報告例

約４倍増

世帯類型別の保護世帯数と構成割合の推移

世帯類型の定義
高齢者世帯：男女とも65歳以上(平成17年３月以前は、男65歳以上、女60歳以上）の者のみで構成されている世帯か、これらに18歳未満の者が加

わった世帯
母子世帯：死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない65歳未満

（平成17年３月以前は、18歳以上60歳未満）の女子と18歳未満のその子（養子を含む。）のみで構成されている世帯
障害者世帯：世帯主が障害者加算を受けているか、障害・知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯
傷病者世帯：世帯主が入院（介護老人保健施設入所を含む。）しているか、在宅患者加算を受けている世帯、若しくは世帯主が傷病のため働けな

い者である世帯
その他の世帯：上記以外の世帯

◆平成24年12月（概数）

被保護世帯 高齢者世帯 母子世帯 傷病・障害者
世帯

その他の
総数 世帯

世 帯 数 1,563,918 681,229 115,631 477,861 289,197

構成割合（％） 100.0 43.6 7.4 30.6 18.5 

（参考）
その他の世帯のうち、年齢階級別にみ
た世帯員の構成割合
・20～29歳： ３.０％
・50歳以上：６４.９％

（平成23年）

資料：被保護者調査（平成24年12月概数）
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（④年齢階級別被保護人員の年次推移）
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年齢階層別被保護人員の年次推移

７０歳以上

６０～６９歳

568,546人
（28.1％）

465,950人
（23.0％）

304,879人

○ 年齢別の被保護人員としては、６０歳以上の高齢者の伸びが大きい。
○ 被保護人員のうち、全体の約５１％は６０歳以上の者。

年齢階層別被保護人員の年次推移
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5資料：被保護者全国一斉調査（基礎調査）
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○ 生活保護費負担金（事業費ベース）は3.8兆円（平成25年度予算案）。

○ 実績額の約半分は医療扶助。

（億円）

16,432

403

医療扶助

その他の扶助

生活保護費負担金（事業費ベース）実績額の推移
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資料：生活保護費負担金事業実績報告
※１ 施設事務費を除く
※２ 平成23年度までは実績額、24年度は当初予算額、25年度は予算案
※３ 国と地方における負担割合については、国3/4、地方1/4
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１．医療扶助人員数、医療扶助費の状況
生活保護受給者の約８割が医療扶助を受け、その費用は生活保護費全体の約５割を占めている。

２．診療種別の状況
医療扶助費のうち、入院の割合は、やや減少傾向にはあるが、

約６割程度を占めている。

３．年齢階級別の状況
医療扶助費のうち、高齢化に伴い、60歳以上分が占める割合が

増えてきている。

生活保護費

被 保 護 医療扶助費 のうち医療

医療扶助率 扶助費の占

実 人 員 総　数 入　院 入院外 総　　　額 める割合　

A B B/A

人 人 人 人 ％ 億円 ％

平成22年度 1,952,063 1,553,662 129,805 1,423,857 79.6 15,701 47.2

医療扶助人員

注：被保護者実人員・医療扶助人員数は、それぞれ、毎月の生活保護を受給している者数、医療扶助を受給している
者数を足し上げ12で除した数を計上。
 医療扶助費は、各年度の医療扶助に要した実績費用の総額を計上。

生活保護法の医療扶助の現状（H22）について

2% 1% 4%
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16%
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41%

2% 1% 4%
11%

25%
27%

30%

４．傷病分類別の状況
医療扶助費のうち、精神関連疾患及び循環器系

疾患分の割合が高い。

資料：福祉行政報告例、医療扶助実態調査、生活保護費負担金事業実績報告
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精神・行動の障害循環器系

新生物

内分泌・栄養・代謝疾患

精神・行動の障害

循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

筋骨格系・結合組織の疾患

尿路性器系の疾患

その他
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対象者数 就労・増収者数 保護費削減額
（推計）

①ハローワークの就職支援ナビゲーター
による福祉事務所とのチーム支援

（就職支援ナビゲーター（ハローワーク）
700人(H23’)→1,000人(H24’)）

２４，７７１人

（前年比：43.8％増
(7,541人増)）

１３，４０４人

（前年比：35.1%増
(3,483人増)）

(就労・増収率：5４.１%)

約38.5億円

（前年比:16.3%増
(5.4億円増)）

生活保護受給者に対する就労支援の状況（平成２３年度実績）

○ 生活保護受給者に対しては、就労能力や就労意欲に応じて就労支援を実施しており、
就労・増収に一定数繋がる等の成果が見られる。

※１ ①は「福祉から就労」支援事業
※２ ①は職業安定局調べ。②③は社会・援護局調べ。
※３ ①は全ハローワーク管内で実施している。

②福祉事務所における就労支援員を活用
した就労支援

（就労支援員（福祉事務所）
1,742人(H24.1)→2,200人(H24’)）

８０，６７８人

（前年比：48.1％増
(26,185人増)）

３１,００６人

（前年比：77.7％増
(13,555人増)）

(就労・増収率：３８.４%)

約89.0億円

（前年比:52.9%増
(30.8億円増)）

③福祉事務所における②以外の就労支援

２０，５８７人

（前年比：21.8％増
(3,679人増)）

５，３０８人

（前年比：29.7％増(1,217
人増)）

(就労・増収率：２５.８%)

約1５.２億円

（前年比:１１.８%増
(4.６億円増)）
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不正受給件数は毎年増加しており、そのうち５割強は稼働収入の無申告や過少申告。

（１）不正受給件数、金額等の推移

年 度
不正受給
件 数

金 額
1件当たり
の 金 額

告 発 等

件 千円 千円 件

19 15,979 9,182,994 575 12 

（２）不正受給の内容

内 訳
平成23年度

実数 構成比

件 ％

稼働収入の無申告 16,038 45.1 

稼働収入の過小申告 3,403 9.6 

不正受給の状況

20 18,623 10,617,982 570 26 

21 19,726 10,214,704 518 23 

22 25,355 12,874,256 508 52 

23 (※1) 35,568 (※2) 17,312,999 487 60 

(※1)全生活保護受給世帯数に占める不正受給件数の割合は2.4％(平成23年度)
(※2)保護費総額に占める不正受給額の割合は0.5％（平成23年度）
(注)生活保護法施行事務監査の実施結果報告を集計したもの。

各種年金等の無申告 8,821 24.8 

保険金等の無申告 1,325 3.7 

預貯金等の無申告 688 1.9 

交通事故に係る収入の無申告 527 1.5 

その他 4,766 13.4 

計 35,568 100.0 

(注)生活保護法施行事務監査の実施結果報告を集計したもの。
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２．生活保護制度の見直しについて
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○ 生活保護制度（生活保護法）の見直しを検討する場として、厚生労働大臣と自治体首長とで議論する
「生活保護制度に関する国と地方の協議」を開催

１．国と地方の協議

※平成23年5月～平成23年12月、12月12日中間取りまとめ

（１）生活保護受給者に対する自立・就労支援及び第２のセーフティネットとの関係整理について
○ 保護脱却に向けたインセンティブ強化（保護廃止時の一時扶助の創設や勤労控除の積立還付等）
○ 求職者支援制度以外の施策も活用した、第２のセーフティネット施策全体の機能強化

（２）医療扶助や住宅扶助等の適正化
○ 指定医療機関制度の指定の手続の見直し
○ 指定医療機関への指導における国（地方厚生局）と地方自治体との連携規定の創設

○「国と地方の協議」の取りまとめで指摘された主な事項（制度見直し関係）

生活保護制度に関する国と地方の調整経緯

○ その後開催された「生活困窮者の生活支援のあり方に関する特別部会」（平成24年4月～平成25年1月）に
おいて、「国と地方の協議」での議論を踏まえた見直しの方向性を提示し、平成25年1月にはその方向で報告
書が取りまとめられた。

２．社会保障審議会生活困窮者の生活支援のあり方に関する特別部会

（３）生活保護費の適正支給の確保

○ 実施機関の調査権限の拡大
○ 不正受給に係る罰則の引上げ等
○ 不正受給の返還金と保護費との調整規定の創設
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◆ 保護脱却段階での取組について
○ 生活保護から脱却すると、税、社会保険料等の負担が生じるため、こうした点を踏まえて、生活
保護を脱却するためのインセンティブを強化する必要がある。

○ このため、保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一定額を仮想的に
積み立て、安定就労の機会を得たことにより保護廃止に至った時に支給する制度（就労自立給付
金）の創設を検討することが必要である。

※ 就労自立給付金のイメージ

就労自立給付金について

※ 就労自立給付金のイメージ
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➤ 薬局は、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した処方せん（一般名処方を含む）を持参した受給者に対して、後発
医薬品について説明した上で、原則として後発医薬品を調剤する。

➤ その際、先発医薬品の使用を希望する受給者に対しては、
・ 薬局は、先発医薬品を希望する理由を確認した上で、先発医薬品を一旦調剤する。
・ その理由が「先発医薬品の方が高額だから」 「理由を言わない」等の場合については、必要に応じて福祉事務所の健康管
理指導の対象とする。

➤ 医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した場合は、医療機関が受給者に対し後発医薬品の使用を促すことについ
て法制化を検討。

【平成２５年度より実施（予定）】

○ 医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した(一般名処方を含む)場合は、後発医薬品を原則として使用
する。

後発医薬品の使用を原則とすることの考え方について

薬局

③後発医薬品を調剤

【参考】医療全体で後発医薬品の使用促進に取り組む中、医療全体に比べて生活保護の使用割合が低い。

数量シェア 金額シェア

生活保護 ２０．９％（H23.6月審査分） ７．５％（H23.6月審査分）
医療全体 ２３．０％（H23.5月診療分） ８．４％（H23.5月診療分）

医師が後発医薬品の使用が可

能と判断している場合

④先発医薬品を希望する者への対応

医療機関

後発医薬品の使用につ
いて説明・指導

健康管理指導
Ｈ２５～新規

後
発
医
薬
品

生活保護受給者

〈先発医薬品を希望〉

薬局は、先発医薬品を希
望する理由を確認し、その
情報を福祉事務所へ伝達。

・ 「先発薬の方が高額だから」等の場合

・それ以外の場合

→ 引き続き理解を求めていく
先発
医薬品

②後発医薬品
の説明・調剤先発薬を

一旦調剤

①診療・処方
医療機関が、受給者に対し後発医薬品の使
用を促すことについて法制化を検討中

福祉事務所
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（参考）生活保護制度における運用改善

○ 切れ目のない就労・自立支援のインセンティブの強化について
◆ 自ら積極的に就労活動に取り組んでいると認められる受給者には、活動内容や

頻度等を踏まえ、その活動に要する経費等を勘案して手当（定額）を支給
（月額5,000円程度、原則6ヶ月を想定）（平成25年8月から）

◆ 勤労控除の見直し
就労収入のうち手元に残せる額の引き上げ（全額控除8,000円→15,000円）（平成
25年8月から）

○ 車が主な通勤手段である地域における就労活動用の車保有容認の要件の緩和
◆ 就労による自立に向けた活動が行われている者に対しては、一定の条件の下、保護開始
から概ね１か年の範囲内において、車の処分を保留する（※）ことも可能な取扱いとする。
（現在は６ヶ月以内）（平成25年4月から）

○ 転居を伴う就労に対する積極的支援
◆ 現在は住所地から通勤可能範囲の就労を主に支援しているが、その範囲内に稼働
能力に応じた職場がない場合には、長期に安定的な就労機会の確保の目処がたつな
ど保護脱却が十分に見込める場合には、敷金や移送費等を負担することも可能な取
扱いとする。（平成25年4月から）

14



３．生活困窮者対策について
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新たな生活困窮者対策の背景①

○ 生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至る前の自立支援
策の強化を図るとともに、生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないようにするこ
とが必要であり、生活保護制度の見直しと生活困窮者対策の一体実施が不可欠。

【主な対象者】

・福祉事務所来訪者のうち生活保護に至らない者は、高齢者等も含め年間約40万人(平成23年度推計値)）

（参考：その他生活困窮者の増加等）

（１）現在生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者

（参考：その他生活困窮者の増加等）

・非正規雇用労働者 平成12年：26.0％ →平成24年：35.2％

・年収200万円以下の給与所得者 平成12年：18.4％ →平成23年：23.4％

・高校中退者：約5.4万人(平成23年度)、中高不登校：約15.1万人(平成23年度)

・ニート：約60万人(平成23年度）、引きこもり：約26万世帯(平成18年度厚労科研調査の推計値)

・生活保護受給世帯のうち、約25％ (母子世帯においては、約41％)の世帯主が出身世帯も生活保護を

受給。(関西国際大学道中隆教授による某市での平成19年度の調査研究結果)

（２）生活保護受給者のうち生活保護からの脱却が可能な層

・生活保護受給者のうち、稼働年齢層で就労支援が必要とされる者は約３６．９万人(平成23年度)

（参考）生活保護を新規に開始した者のうち、稼働年齢層で就労支援が必要な者は約８.８万人(平成
23年度推計値)

16



【これまでの支援】
○ 自治体とハローワークが一体となった就労支援（平成17年度から実施）
・「福祉から就労」支援事業 【実績】就職率５４．５％（平成２３年度）

○ 自治体独自の多様な就労支援
・ 生活保護受給者に対し、民間団体や地域と連携し、生活訓練・社会訓練・技術習得訓練を一体的に
実施（横浜市）
【実績】就労率 ６０．４％（平成２３年１０月～平成２４年３月）

○ 居住の確保
・ 住宅手当(平成25年度までの時限措置)の支給（平成21年度第1次補正予算等において措置、緊急雇用創出
事業臨時特例基金として実施） 【実績】常用就職率 ５４．５％（平成23年度）

○ 貸付・家計相談
・ グリーンコープ生協においては、きめの細かい生活相談に併せて貸付を実施

新たな生活困窮者対策の背景②

グリーンコープ生協においては、きめの細かい生活相談に併せて貸付を実施
【実績】平成23年度末までの貸倒率 ０．９７％

○ 子ども・若者への学習支援、養育支援、居場所づくり、就労支援
・ 被保護世帯の中学生及びその保護者等を対象に進学の助言等を行うとともに、学生ボランティアに
よる学習支援を実施（埼玉県）
【実績】参加者の高校進学率 ９７．0％（平成２３年度） （参考）被保護世帯全体：８９．５％

・ 地域若者サポートステーションによる就労支援（平成18年度から実施）
【実績】就職等進路決定者数 １万２千人（平成２３年度）

【指摘されている課題】

○ 一部の自治体のみの実施

○ 各分野をバラバラに実施

○ 早期に支援につなぐ仕組みが欠如
17



新たな生活困窮者支援システム

◆「中間的就労」の推進
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成

◆「居住支援給付金」の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆自立相談支援事業

・訪問支援（アウトリーチ）も含め、
生活保護に至る前の段階から早
期に支援

・ワンストップ型の相談窓口により、
情報とサービスの拠点として機
能

包括的な相談支援

◇ハローワークとの一体的支援
自治体とハローワークによる一体的な就労支援体制の全国整備等に

就労に一定期
間を要する者

◆就労準備支援事業
・就労に向けた日常・社会的自立のための訓練

再就職のため
に居住の確保
が必要な者

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

本
人
の
状
況

早期就労が

18

◆家計相談支援事業
・家計再建に向けたきめ細かな相談・支援

・家計再建資金貸付のあっせん

◆学習等支援
・生活困窮家庭のこどもに対する学習支援や保護者への進学助言を
実施

・一人ひとりの状況に応じ自立に
向けた支援計画を作成

・地域ネットワークの強化など地域
づくりも担う

・自治体とハローワークによる一体的な就労支援体制の全国整備等に
より早期支援を推進

家計から
生活再建を
考える者

緊急に衣食住
の確保が
必要な者

貧困の連鎖の
防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し支援方針決定までの間衣食住を提供

家計再建支援

子ども・若者支援

況
に
応
じ
た
支
援

基本は現金給付ではなく自立に向け

た人的支援を、有期により提供

早期就労が
見込まれる者

緊急的な支援



自立相談支援事業について

○ 福祉事務所設置自治体が直営又は委託により自立相談支援事業を実施。

○ 自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談を受け、

① 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析（アセスメント）し、そのニーズを把握

② ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定

③ 自立支援計画に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施

等の業務を行う。

新事業の概要

生
活相

包括的・継続的な支援
早期把握

相談支援事業

○ 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を支援。

○ 生活困窮者に対する相談支援機能の充実により、福祉事務所の負担軽減とともに、地域資源の活性化、地域
全体の負担軽減が可能に。

期待される効果

生
活
困
窮
者

活
困
窮
状
態
か
ら
の
脱
却

相
談
窓
口

各分野の支援事業・支援機関

一時支援
就労準備支援、中間的就労

居住確保給付金

家計相談支援

学習支援

総合的なアセ
スメント

本人の主体性と
多様性を重視

自立生活のためのプランの作成
○再アセスメントに
よる評価
○プランの見直し

フォローアップ

等等
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○ 福祉事務所設置自治体は、離職により住宅を失った又はそのおそれが高い生活困窮者であって、所得等が一定水準以下

の者に対して、有期で居住確保給付金を支給。（家主への代理納付）

（※緊急雇用創出事業臨時特例基金［住まい対策拡充等支援事業分］による平成25年度までの事業）
➢ 支給対象者

平成19 年10 月以降に離職した者であって、①現在住居がない又は②住居を失うおそれのある者

※ 平成25年度からは、自立促進策としての機能を明確にする観点から、離職後2年以内及び65歳未満の者に改正

➢ 支給要件
①収入要件：月収約13.8万円未満(単身）。（２人世帯は17.2万円以下、３人世帯は約24.2万円未満)[※東京23区の場合]

②資産要件：預貯金50万円以下の方(単身）。（複数世帯は100万円以下の者）

（参考）現行の住宅手当制度の概要及び実績

新事業の概要

居住確保給付金について

③就職活動要件：受給中、ハローワークでの月１回以上の職業相談、自治体での月２回以上の面接支援等、

週１回以上求人先への応募 等

※ 平成25年度からは、ハローワークの月２回以上の職業相談、自治体での月４回以上の面接支援等に改正

➢ 支給額
単身：21,300円～53,700円 複数世帯：27,700円～69,800円

➢ 支給期間
原則６か月間（就職活動要件を誠実に実施している場合はさらに３か月延長可能（最長９か月間））

※ 平成25年度からは、早期自立を促す観点から、原則3ヶ月間（3ヶ月毎に最長9ヶ月間まで延長可能）に改正

◆ 支給決定件数：132,754件（平成21年10月～平成25年1月。延長決定分含む）、直近の平成25年1月は1,911件

◆ 常用就職（※）率： 54.5％（平成23年度実績） （※）期間の定めがない又は6ヶ月以上の雇用期間が定められた雇用契約による就職者

○ 有期の代理納付という仕組みの中で生活保護に至らないためのセーフティネットとして、効果を発揮。

○ 自立相談支援事業や就労準備支援事業との組み合わせにより更なる効果を目指す。

期待される効果
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就労支援の強化について

◎ 生活困窮者の就労に向けた支援を充実・強化するため、就労準備支援事業の創設、「中間的就労」
の場の提供の推進等により、本人のステージに応じたきめ細かな支援策を実施する。

本人のステージに応じた支援

一般就労○ 「中間的就労の場」の提供等
・ 直ちに一般就労を目指すことが困難な人に対して、
支援付きの就業の機会の提供などを行う

○自治体とハローワークとが一
体となった就労支援

○自治体自ら実施する
就労支援○就労準備支援事業の創設

・就労体験等を通じた訓練

・生活習慣確立のための指導や地域活動への参加
等の日常・社会生活自立のための訓練

日常生活
自立

「中間的就労」の場の提供等を支援

社会参加

中間的就労

21



○ 一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を、計画的かつ一貫して支援する事業（就労準備支援事業）を創設。

○ 福祉事務所設置自治体の事業（社会福祉法人等へ委託可）。６ヶ月～１年程度の有期の支援を想定。

○ 生活習慣形成のための指導・訓練（生活自立段階）、就労の前段階として必要な社会的能力の習得（社会自立段

階）、事業所での就労体験の場の提供や、一般雇用への就職活動に向けた技法や知識の取得等の支援（就労自立段

階）の３段階。事業の形式は、通所によるものや合宿によるもの等を想定。

新事業の概要

就労準備支援事業について

横浜市における就労意欲喚起事業

支援のイメージ（現行の取組例）【横浜市】

○生活習慣の形成等、個人の状況に応じた支援を行うことで、一般就労に就くための基礎的な能力の習得
が可能となる。

22

（就労準備のための訓練）

● 中区保護課で、平成23年10月から

新たな就労支援プログラムを開始。

● 平成24年9月現在、56人が受講し、

うち48人が修了、29人が就職。

期待される効果



○ 社会福祉法人、ＮＰＯ法人、営利企業等の自主事業として実施。軽易な作業等の機会（清掃、リサイクル、農作

業等）の提供と併せ、個々人の就労支援プログラムに基づき、就労支援担当者による一般就労に向けた支援を実施。

○ 対象者としては、就労準備のための支援を受けても一般雇用への移行ができない者等を想定。

○ 事業実施に際し、都道府県等が事業を認定する仕組みとする。

○ 立上げ時の初期経費の助成、税制優遇等を検討。

新事業の概要

中間的就労事業の推進について

支援のイメージ

相談支援事業所による
課題の評価・分析（アセ

一般就労中 間 的 就 労

○ 個人の状況に応じた支援を行うことで、一般就労や求職活動を行うための動機付け・準備が可能となる。

期待される効果
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課題の評価・分析（アセ
スメント）、支援決定 支援付雇用型

非雇用型

・ 訓練計画に基づく就労訓練
・ 事業主の指揮監督を受けない軽作業
・ 就労支援担当者による就労支援・指導等

・ 雇用契約に基づく就労
・ 比較的軽易な作業を想定
・ 就労支援担当者による就労
支援・指導等
・ 就労条件における一定の配慮（労
働時間、欠勤について柔軟な対応）

・ 雇用契約に基づく就労
・ 必要に応じ、相談支援事業
等によるフォローアップを実施

（課題の評価・分析（アセスメント）は約6ヶ月ごとに実施）



就職支援ナビゲーター就職困難・生活困窮者

ハローワーク地方自治体
（福祉事務所等）

職場定着に向けたフォロー
アップ強化

○自治体と協議会の設置及び当該
事業に関する協定の締結

○自治体への常設窓口の設置、
ﾊﾛｰﾜｰｸからの巡回相談の実施等の
ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ型の支援体制の整備
《全福祉事務所(約1,250箇所)対象》
→支援対象者の漏れない捕捉、
早期支援の徹底

生活保護受給者を含め広く生活困窮者を対象として、自治体にハローワークの常設窓口を設置するなどワンストッ
プ型の支援体制を全国的に整備し、生活困窮者への早期支援の徹底、求職活動状況の共有化など就労支援を抜本的に
強化し、生活困窮者の就労による自立を促進。

25年度予定額 72億円

生活保護受給者等就労自立促進事業(仮称)の創設

就職支援ナビゲーター

＜就労支援メニュー＞
① キャリア・コンサルティング
② 職業相談・職業紹介
③ 職業準備プログラム
④ トライアル雇用
⑤ 公的職業訓練等による能力開発
→求職者支援訓練等への円滑な移行に資
する基礎能力等の付与を図る就職・自
立促進講習（仮称）を新たに実施し、
職業訓練を積極的に活用

⑥ 個別求人開拓
⑦ 広域型を含めたﾏｯﾁﾝｸﾞ

就職困難・生活困窮者

生活保護受給者等
→相談・申請段階の者等
ﾎﾞｰﾀﾞｰ層、受給後早期
段階の者を重点に
集中支援

児童扶養手当受給者

住宅支援給付受給者等

就
職

就
労
に
よ
る
自
立

常
用
雇
用
化

職
場
へ
の
定
着

早期支援の徹底

○的確な就労に関する助言
→給付の適正化の実現

就労に関する支援
要請
→両者共同で支援
対象者選定の上、
個別の就労支援
ﾌﾟﾗﾝ策定

←求職活動状況の
提供・共有化
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○ 福祉事務所設置自治体は、住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の者に対して、省令で定める期間内

に限り、宿泊場所の供与や衣食の供与等を実施。

（※緊急雇用創出事業臨時特例基金［住まい対策拡充等支援事業分］による平成25年度までの事業）
➢ 目 的

ホームレス等に対し、緊急一時的な宿泊場所を提供し健康状態の悪化を防止すること等によりその自立を支援する。

➢ 支援の内容
① 日常生活・健康面での支援
・ 緊急一時的な宿泊場所を提供し健康状態の悪化を防止する。
・ 保健所等との連携の下で健康診断等を必要に応じて実施。

② 就労に向けた支援

（参考）ホームレス緊急一時宿泊事業（シェルター事業）の概要

新事業の概要

一時生活支援事業について

・ 就労に関する情報の提供を行うとともに、就労意欲のある利用者に対して、緊急一時的な本事業から、更に、個々人の
状況に応じたきめ細やかな就労自立に向けた支援を行う「ホームレス自立支援センター」の利用を促す。

③ その他
・ 福祉サービスの提供が必要な利用者に対して、福祉事務所等における支援が受けられるよう助言・指導を行う。

➢ 利用料
無 料

➢ 利用期間
原則３か月以内

◆ 実施自治体数（H24.3月現在）

都道府県又は市町村が設置し、設置形態として、施設を設置する形態(施設型)と、旅館やアパートを借上げて設置する形態(借上型) 
がある。 ○ 施設型・・・・全国で２自治体５施設（定員１，５１４人） ○ 借上型・・・・全国で４１自治体６３施設（定員６５２人）

○ 自立相談支援事業と緊密に連携し、又は一体的に運用することにより、入居中に、課題の評価・分

析（アセスメント）を実施し、就労支援につなげるなど、現行以上の効果的な支援を行う。

期待される効果
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家計相談支援事業について

○ 福祉事務所を設置する都道府県又は市町村は、家計相談支援事業を任意で実施。家計相談支援事業は、

① 家計収支等に関する課題の評価・分析（アセスメント）と相談者の状況に応じた支援計画の作成

② 生活困窮者の家計の再建に向けたきめの細かい相談支援（公的制度の利用支援、家計表の作成等）

③ 法テラス等の関係機関へのつなぎ

④ 必要に応じて貸付のあっせん等を行う。

○ 福祉事務所設置自治体が直接実施するほか、地域の社会資源の状況に応じて社会福祉協議会や消費生活協同組合等の

貸付機関等に委託が可能。

○ 具体的な支援を担う「家計相談支援員」を養成し、相談支援の質を確保。

新事業の概要

支援のイメージ（現行の取組例）支援のイメージ（現行の取組例）

○ 家計収支の改善、家計管理能力の向上等により、自立した生活の定着を支援。

期待される効果

※ 生活再生貸付事業は、グリーンコープ生協ふくおか、グリーンコープ生協くまも

と、グリーンコープ生協おおいた、グリーンコープやまぐち生協、グリーンコープ生

協長崎で実施。

平成23年度末までに貸倒処理となったケースは15人
（約560万円、対貸付残高比：0.97％）。

相
談
者

【生活相談】

貸付後も一定期間定期的に
面談してフォロー

【必要に応じて貸付】

２３年度 開業累計 ２３年度 開業累計
電話件数 2,054 11,296 3,406 15,626
面談件数 1,229 6,561 2,140 9,082
貸付希望件数 900 3,788 1,607 5,710
貸付件数 265 903 514 1,401
貸付金額（万円） 14,500 58,182 29,176 87,023
貸付残高（万円） 23,713 - 42,157 -
貸付平均額（万円） 54.7 64.4 56.8 62.1

グリーンコープ生協ふくおか ５生協合計
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○ 交付金事業により、地域の実情に応じた柔軟な事業運営を行う。

○ 例えば、生活困窮者の自立促進のための生活困窮家庭での養育相談や学び直しの機会の提供、学習支援といった「貧困

の連鎖」の防止の取組や中間的就労事業の立ち上げ支援など育成支援等を行う。

生活保護世帯等の子ども及びその保護者に対しては、日常的な生活習慣の獲得、子どもの進学、高校進学者の中退防止等に

関する支援を総合的に行う事業が全国９４自治体で実施

支援のイメージ（現行の学習支援に関する取組例）

新事業の概要

地域推進事業について

埼玉県生活保護受給者チャレンジ支援事業

【対象】埼玉県内（政令市以外）の生活保護受給世帯の中学

高知市高知チャレンジ塾における学習支援

【対象】 福祉部局と教育委員会が連携し、生活保護受給

○ 地域の創意工夫により、実情に応じた生活困窮者支援が可能となる。

○ 例えば、学習支援など効果的な事業に安定的に取り組むことができるようになる。

【対象】埼玉県内（政令市以外）の生活保護受給世帯の中学
生全員及びその保護者等

【運営】一般社団法人に委託して学習支援等を実施。教員Ｏ
Ｂなどの教育支援員が、定期的な家庭訪問を行い、子ども
及び親に対して進学の助言等を行う。

週１～４回の学習支援室を開催し、学生ボランティアに
よるマンツーマンの学習支援も実施。

【実績】 平成２３年度は中学３年生の対象者８０１人のうち
３０５人が参加。うち２９６人（９７％）が高校へ進学。

【対象】 福祉部局と教育委員会が連携し、生活保護受給
世帯の中学生を対象とした学習支援を実施。

【運営】市が雇用した就学促進員（教員免許資格者）が定
期的に家庭訪問し、保護者へ事業参加への働きかけ等
を行う。

民間団体に委託して、教員ＯＢ・大学生などの学習支
援員が週２回程度、市内５カ所で学習支援を実施。

【実績】 平成２３年度は生活保護受給世帯の生徒６９人
が参加。中学３年生１６人のうち１５人が高校へ進学。

期待される効果

27


